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〔設問〕 

A会社は､洋菓子の製造 ･販売業を営む株式会社 (公開会社 ･監査役設置会社､代表取

締役社長 B､取締役C ･D ･E ･F)である｡平成 22年 9月 1日､Bは､他の取締役に無

断で､A会社を代表して､債務超過状態のG会社 (代表取締役HはBの妻)に対し､返済

の見込みもないのに､多額の無担保融資を行った｡平成 23年 1月 14日にG会社が倒産し

たことから､A会社は多額の損害を被った｡そこで､Cは､D ･E･Fと相談して､Bを

代表取締役社長の職務から解職することとし､平成 23年 2月 7日に開催された取締役会 (以

下､｢本件取締役会｣という)において､Bを代表取締役社長の職務から解職する旨の決議

をなすべき蔑案 (以下､｢本件議案｣という)を動態として握出した｡ 

(1)本件取締役会の招集通知には､審議事項として､r第 1号読案 定時株主総会招集の

件｣とのみ記載されていた｡この場合､本件取締役会において､本件義案を適法に決議

することができるか｡ 

(2) Bは､本件議案の議決に加わることができるか｡


